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事業者団体が作成した手引書とは
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小規模介護保険関係施設における食品衛生の基本方針について（通知）
（令和３年１０月４日介護保険課長通知）

小規模障害者施設における食品衛生の基本方針について（通知）
（令和３年11月１９日障害者支援課長通知）

施設で衛生管理計画を作成・実行するにあたっての注意点

•

以下の場合は食品衛生法の規定の対象となります

•

•

•





ユニット等で調理業務に従事する介護職員等の
検便実施の目安について

根拠通知

別添：「営業者が実施する自主検査等の目安」より

※検便は、あくまでも毎日の健康確認を補完するものであることに留意



食中毒・感染症を防ぎましょう！

◎食中毒予防の３原則

•微生物をつけない・・・「洗う！分ける！」

• 微生物を増やさない・・・「低温保存！早めに提供！」

• 微生物をやっつける・・・「加熱調理！殺菌！」



。

◎手洗いの方法



HACCPに沿った衛生管理の実施








